
１ 主　　　催　　公益社団法人　全日本アーチェリー連盟

２ 主　　　管　　和歌山県アーチェリー協会

３ 後　　　援　　文部科学省　　和歌山県　　和歌山県教育委員会　　公益社団法人和歌山県体育協会

（予定）　　　和歌山市　　和歌山市教育委員会　　和歌山市体育協会　　全関西アーチェリー連盟

４ 日　　　程　　平成２８年２月２０日（土）～２１日（日）

　※進行状況により時間の変更がある

５ 会　　　場　　和歌山ビッグホエール
　　　　　　　（和歌山県和歌山市手平2-1-1　℡073-433-0035）

６ 競 技 種 目   インドアマッチラウンド（リカーブ部門はセットシステム、コンパウンド部門は合計得点制）
　 　　　　　　　　※的紙は縦三つ目的を使用する。小中学生の部は４０ｃｍ的を使用する。

７ 競 技 規 則   全日本アーチェリー連盟競技規則　２０１４～２０１５年　ターゲットアーチェリーによる。

８ 参 加 定 員

※小中学生の部への出場資格は、中学生以下とし、この種別への資格がありながら上位クラスへ出場を希望する
　選手とは区分する。
※各部門・種別の参加申込み人数が定員に満たない場合は、その不足人数を他の部門・種別に割り当てることが
　ある。
※主管する加盟団体は各部門・各種別１名位内（合計６名位内）の選手を推薦できる。なお、この推薦選手は
　定員の人数に含まれる。

９ 予選通過人数　　　　日本国籍を有する選手

１０ 表　　　彰

２３名

　　８：３０ ～
　　９：００ ～ ９：４５

  １２：３０ ～ １３：４５
　１３：１５ ～ １３：４５
　１４：００ ～ １６：３０

１名

　　９：３５ ～ １０：０５
　１０：１５ ～ １２：４５

　　８：３０ ～   ９：１０

公式練習（ＲＣ男子、小中学生男子）
開会式

予選ラウンド（ＲＣ男子、小中学生男子、２立）

受付、用具検査（ＲＣ男子、小中学生男子）
日　　　程

第２５回全日本室内アーチェリー選手権大会開催要項
（独立行政法人日本スポーツ振興センター　スポーツ団体大会開催助成事業）

時　　　間 スケジュール

　　９：１５ ～   ９：３０

２月２０日（土）
用具検査（ＲＣ女子、小中学生女子、ＣＰ男子・女子）
公式練習（ＲＣ女子、小中学生女子、ＣＰ男子・女子）

前年度優勝者

１８ｍインドアラウンド

１８ｍインドアラウンド

記録選考

男子

コンパウンド部門

１１名
１６４名

小中学生男子

女子

１２名
１２名
１名

小中学生女子

女子
男子

６３名
３９名

種　別
男子
女子

部門

リカーブ部門

記録選考

イリミネーションラウンド～ファイナルラウンド（全部門）
表彰式・閉会式

練習（全部門）

定員(増員)
１名
１名

部　門

予選ラウンド（ＲＣ女子、小中学生女子、ＣＰ男子・女子、２立）

開場

　　９：５５ ～
　１５：１５ ～

２月２１日（日）

選考対象

前年度優勝者

１８ｍインドアラウンド
記録選考

女子
小中学生男子
小中学生女子

男子
女子

種　別

男子
女子

１位～３位
１位～３位

コンパウンド部門

１位～８位
１位～６位

１位～３位
１位～２位

男子
表　彰部　門

４名
小中学生女子 ４名

コンパウンド部門
男子 ８名
女子 ４名

種　別 通過人数

合計

リカーブ部門

リカーブ部門

男子 ３２名
女子 ２０名

小中学生男子



１１ 参 加 資 格
①　競技日程の全スケジュールに参加可能の者（但し、途中敗退の場合は除く）。
②　平成２７年度(公社)全日本アーチェリー連盟に競技者登録済みの者。
③　シルバーバッジ（インドア）以上の所有者。
    小中学生はグリーンバッジ以上の所有者。
④　第２４回全日本室内アーチェリー選手権大会優勝者。
⑤　選考対象期間内に開催された、１８ｍインドアラウンド（６０射）全ア連公認競技会において、下記⑥以上の
　　記録を有する者
※　３０射を数回行い、その中で上位２つの記録を、６０射記録としての申請はできない。

⑥　申請記録

１２ 選　考　方　法
①　シード選手：第２４回全日本室内アーチェリー選手権大会優勝者
②　申請得点の上位の者から選考する。但し同点の場合は２番目の公認記録が上位の者を選考する。
　　この記録は申請基準点を超えなくて良い。それでも同点の場合は選考委員の責任において抽選により決定する。
※　主管する加盟団体は、各部門・種別１名以内（合計６名以内）の選手を推薦できる。

１３ 選 考 対 象 期 間
平成２７年１月　６日（火）から平成２８年１月１２日（火）まで。
なお、平成２６年度第２４回全日本室内選手権大会の記録も対象となる。

１４ 参 加 費 ６，０００ 円、小中学生４，０００円

１５ 申 込 方 法
①　前記の資格を有する者は、別紙「個人申請書(単票）」に必要事項を記入して加盟団体へ申し込むこと。
※　この「個人申請書（単票）」の内容が間違いないか申請者が必ず確認して申し込むこと。　
②　加盟団体は上記①「個人申請書（単票）」を基に「出場資格申請書（一覧）」を作成する。
③　加盟団体は上記②「出場資格申請書（一覧）」を一括して、Ｅメールにて連盟事務局へ申し込むこと。
④　選考決定後の辞退はできないので注意すること。
⑤　選考会議により出場選手が決定したら、直ちに加盟団体に選考結果を通知する。
⑥　加盟団体は選考結果通知後１週間以内に下記指定口座に参加費を振り込み、その控えまたはコピーを別紙
　　納付書に添えて全ア連に送付すること。

振込先　　名義　全日本アーチェリー連盟
＊銀行口座　みずほ銀行　渋谷支店　普通　１５８１８４８　　
＊郵便口座　００１４０―０―３００４８
メールアドレス　：　entry@archery.or.jp
〒１５０－８０５０　東京都渋谷区神南１－１－１　岸記念体育会館内
(公社)　全日本アーチェリー連盟　Tel ０３－３４８１－２４０２　Fax ０３－３４８１－２４０３

１６ 申 込 期 日 平成２８年　１月１９日（火）　午後５時厳守。 ＊選考会議　　１月２３日(土)

１７ そ　の　他
①　選手は指定された時間に、受付け及び用具検査を受け、開会式には必ず参加すること。
②　申込期日近くに開催した公認競技会の記録を申請記録とする場合は、申込み期日までに必ず
　　正式な書類を送付されているか確認すること。
③　選手はスターバッジ（インドア）および会員証を必ず携帯すること。
④　本大会では、ドーピング検査を実施する。
⑤　個人情報の取扱いについては、申請時に加盟団体は選手本人に第１９項の内容を示し了解を得ること。
⑥　競技中の負傷は応急処置のみとし、それ以上の責任は負わない。
⑦　納付した参加費は返還しない。

１８ 選手の心構え
①　選手は、礼儀を尊び規律を順守し、かつ他の参加者との友好親善に努める。
②　アンチドーピングについて
　競技者は次の役割と責任を担う。（全日本アーチェリー連盟　ドーピング防止規定第１．３項）
　・ドーピング防止の方針および規則に精通し、これを遜守すること。
　・検体採取に応ずること。
　・ドーピング防止と関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
　・医師に、禁止物質および禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される
　　治療が、規則に従って採択されたドーピング防止の方針、規則に違反しないことを確認する責任をもつ
　　こと。　

【ドーピング検査について】
・本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会である。
・本競技会参加者は、競技会にエントリーをした時点で日本ドーピング防止規程にしたがい、ドーピング
　検査を受けることに同意したものとみなす。
・また、未成年者である本競技会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング検査の実施につい
　て親権者から同意を得たものとみなす。

５２０点

リカーブ部門

部門 種別 １８ｍインドアラウンド

男子 ５６０点
５５０点女子

コンパウンド部門
男子 ５６０点
女子 ５５０点

小中学生男子 ５３０点
小中学生女子



・選手は、写真付き身分証明証（学生証、社員証、自動車免許証、パスポート等）を持参すること。
　（本人確認のため義務付けられている）
・未成年の参加に関して
　本大会参加にあたり、未成年の競技者は、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準、日本アンチ・
　ドーピング規程により、検査対象となった場合のドーピング検査実施の同意ならびにその手続きに関し、
　競技者本人ならびに親権者が同意書に署名し提出することが必要となる。
　参加の確定した未成年の競技者は、同意書にそれぞれが署名、捺印の上、大会参加納付書と共に加盟団体を
　通し全日本アーチェリー連盟に同意書を提出すること。
※　尚、同意書は一度提出すると、該当選手が成人するまで有効となるが、親権者が替わった場合は、再度
　新たな親権者が同意書を提出することになる。
・本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査を拒否又は回避した場合、検査員
　の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができ
　なかった場合等は、ドーピング防止規則違反となる可能性がある。　
・ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピング防止規程に基づき制裁等を受けること
　になるので留意すること。
・本競技会参加者は、競技前７日間に服用した医薬品、塗布、注射等医療行為を施したり、使用したもの
　（処方薬、売薬を問わない）および摂取したサプリメント類 の名前と数量を記入したメモを携行することが
　　薦められる。
・病気、けがなどの治療のため禁止物質や禁止方法を使っている場合、日本アンチドーピング機構（ＪＡ
　ＤＡ）に対して、大会３０日前までに「ＪＡＤＡ・ＴＵＥ申請書」をに提出すること。
※ＴＵＥ：治療目的使用に係る除外措置
※疑問点は、ＪＡＤＡのホームページ参照。あるいは、全日本アーチェリー連盟に問い合わせること。
・日本ドーピング防止規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドー
　ピング機構のウェブサイト(http://www.playtruejapan.org)にて確認すること。

１９ 個人情報の取扱いについて
①　使用目的は次のとおり。
　ⅰ 加盟団体への出場決定者選考結果通知。
　ⅱ 大会プログラム作成（大会プログラムは、大会関係者以外に一般及びマスメディアに公開する）。
　ⅲ マスメディア、会場内での参加選手や観客及び加盟団体への成績表の配布並びに送付（ホームペ
　　　ージ掲載を含む）。
　ⅳ 大会運営に必要な場内アナウンス、掲示板等への掲示。
②　上記以外に利用する場合は、本人に通知し承諾を得る。
③　その他個人情報の取扱い（プログラム作成時の印刷業者への委託等）については、本連盟個人情報
　　保護規程に基づき行う。


